
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
案
）

（
任
意
電
子
開
示
手
続
の
方
法
）

第
一
条

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
十
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
任
意
電
子
開
示
手
続
（
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る
任
意
電
子
開
示
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
は
、
当
該
任
意
電
子
開
示
手
続
を

行
う
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
（
令
第
十
四
条
の
十
第
一
項
の
入
出
力
装
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
よ
り
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
し
て
当
該
入
出
力
装
置
と
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
の
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
接
続
し
、
か
つ
、
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
で
き
る
方
式
で
、
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文

書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
入
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
事
項
の
う
ち
押
印
及
び
署
名
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
任
意
電
子
開
示
手
続
に
係
る
届
出
等
）

第
二
条

令
第
十
四
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
届
出
者
」
と
い

－１－



う
。
）
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
以
下
「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
任

意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以

下
「
財
務
局
長
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

財
務
局
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に

入
力
に
必
要
な
暗
証
番
号
を
当
該
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
を
提
出
し
た
登
録
届
出
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
登
録
届
出
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
登
録
届
出
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
に
よ

り
当
該
通
知
さ
れ
た
暗
証
番
号
を
入
力
し
て
当
該
入
出
力
装
置
と
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
の
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

信
回
線
を
使
用
し
て
接
続
し
、
第
一
号
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
そ
の
他
の
事
項
を
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

財
務
局
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
入
力
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
入
力
に
必
要
な
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
当
該
入

力
を
行
っ
た
登
録
届
出
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

登
録
届
出
者
（
外
国
法
人
（
外
国
債
等
（
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年

大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
外
国
債
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
者
（
法
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
第
六
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
個
人
（

－２－



外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届

出
書
の
提
出
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
第
一
号
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
を
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
内
に
住
所
を
有

す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
の
届
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
登
録
届
出
者
を
代
理
す
る
権
限

を
有
す
る
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
録
届
出
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

内
国
法
人

定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二

外
国
法
人

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
登
録
届
出
者
が
外
国
債
等
の
発
行
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

ロ

本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
前
項
に
規
定
す
る
届
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
登
録
届
出
者
を
代
理

す
る
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

個
人

次
に
掲
げ
る
書
類

－３－



イ

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
（
登
録
届
出
者
が
非
居
住
者
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定

す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

７

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
（
前
項
の
規
定
に
よ

り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
を
含
む
。
）
の
記
載
事
項
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録

届
出
書
の
提
出
後
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
は
提
出
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
提
出
の
承
認
等
）

第
三
条

令
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
令
第
十
四
条
の
十
一
第
二
項
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
い

い
、
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ

る
提
出
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
以
下
「
デ
ィ
ス
ク
提
出
承
認
申
請
書

」
と
い
う
。
）
を
当
該
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
財
務
局
長
等

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
意
電
子
開
示
手
続
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
で
行
う
場
合
）
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第
四
条

令
第
十
四
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
代
え
て
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
提
出

に
よ
り
任
意
電
子
開
示
手
続
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
記
載
す
べ
き
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
当
該
任
意
電
子
開
示
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
使
用

し
て
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
の
電
子
計
算
機
に
入
力
で
き
る
方
式
で
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
て
、
こ
れ
を
当
該
任
意

電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
の
う
ち
押
印
及
び
署
名
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
法
）

第
五
条

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
法
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二

の
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
）

第
六
条

令
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す

る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
。
次
条
に
お
い
て
「
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第

二
号
の
二
、
第
四
号
イ
、
第
四
号
の
二
イ
又
は
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
で
あ
る
内
国
会
社
（
こ
れ
ら
の

－５－



有
価
証
券
に
係
る
任
意
電
子
開
示
手
続
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
令
第
四
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
通
知
書
）

第
七
条

令
第
四
十
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
一
条

第
二
号
の
二
、
第
四
号
イ
若
し
く
は
第
四
号
の
二
イ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
外
国
法

人
が
発
行
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
特
定
募
集
等
（
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
募
集
等
を
い
う
。
）
に
関
す

る
通
知
書
と
す
る
。

（
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
を
行
っ
た
者
の
公
衆
縦
覧
等
）

第
八
条

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
場

合
を
い
う
。

一

次
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
こ
と
。

二

次
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
こ
と
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
法
第
二
十
五
条
第

二
項
又
は
法
第
二
十
七
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
者

－６－



が
法
第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
法
第
二
十
七
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
書
類
の
写
し
を
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
所
に
お
い
て
そ
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
の
入
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
し
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
方
法
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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【第一号様式】

届出日：平成 年 月 日

電子開示システム登録届出書

財務(支)局長 殿

電子開示システムにより任意電子開示手続を行いたいので、添付書類(2)とともに電子

開示システムの登録に係る届出をいたします。

１．金融庁整備番号(3)

２．登録届出者の名称又は氏名(4)

３．代表者の役職氏名(5)

４．本店所在地又は住所(6)

５．電話番号(7)

６．事務連絡者の役職氏名(8)

７．連絡場所(9)

８．連絡先電話番号(10)

９．連絡先ＦＡＸ番号(11)

10．連絡先電子メールアドレス(12)

11．その他(13)

（記載上の注意）

(1) 登録届出者が外国法人（外国債等の発行者を含む。）又は非居住者（個人である場

合に限る。）である場合には、以下の規定に準じて記載すること。この場合、「５．

電話番号」の次に「５－２ 代理人の氏名又は名称」、「５－３ 代理人の署名（法

人である場合には代表者署名）」、「５－４ 代理人の住所又は所在地」及び「５－

５ 代理人の電話番号」の項を設け、代理人について記載すること。また、「６．事

務連絡者の役職氏名」から「10．連絡先電子メールアドレス」までは、代理人の事務

連絡者（当該電子開示システム登録届出書に係る担当者をいう。以下同じ。）につい

て記載すること。

(2) 添付書類

第２条第６項各号に掲げる登録届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付

すること。

(3) 金融庁整備番号



金融庁整備番号（金融庁より付与された提出者番号）がある場合に記載すること。

(4) 登録届出者の名称又は氏名

ａ 登録届出者が法人である場合には、名称を記載すること。

ｂ 登録届出者が個人である場合には、氏名を記載するとともに押印すること。

ｃ 登録届出者が特定有価証券の発行者である場合（当該電子開示システム登録届出

書が特定有価証券に係るものである場合に限る。）には、「２．登録届出者の名称

又は氏名」の次に「２－２ 特定有価証券の種類及び名称」の項を設け、特定有価

証券の種類及び名称（銘柄、ファンド名等）を記載すること。

(5) 代表者の役職氏名

登録届出者が法人である場合には、代表者の役職及び氏名を記載するとともに代表

者印を押印すること。

(6) 本店所在地又は住所

本店所在地又は住所を郵便番号とともに記載すること。

(7) 電話番号

登録届出者が法人である場合には、法人の代表番号等（対外的な窓口となる電話番

号）を記載すること。

(8) 事務連絡者の役職氏名

事務連絡者の役職及び氏名を記載すること。

(9) 連絡場所

事務連絡者に係る連絡場所の所在地を記載すること。

(10) 連絡先電話番号

連絡場所の電話番号を記載すること。

(11) 連絡先ＦＡＸ番号

連絡場所のＦＡＸ番号を記載すること。

(12) 連絡先電子メールアドレス

事務連絡者又は連絡場所の電子メールアドレスを記載すること。

(13) その他

その他記載すべき事項があれば記載すること。



【第二号様式】

申請日：平成 年 月 日

ディスク提出承認申請書

財務(支)局長 殿

電子開示システムの使用に代えてディスクの提出により任意電子開示手続を行いたい

ので、申請いたします。

１．届出整理番号(2)

２．金融庁整備番号(3)

３．申請者の名称又は氏名(4)

４．代表者の役職氏名(5)

５．本店所在地又は住所(6)

６．電話番号(7)

７．事務連絡者の役職氏名(8)

８．連絡場所(9)

９．連絡先電話番号(10)

10．連絡先ＦＡＸ番号(11)

11．ディスクにより提出する書類の名称

12．ディスクにより提出する理由(12)

（記載上の注意）

(1) 申請者が外国法人（外国債等の発行者を含む。）又は非居住者（個人である場合に

限る。）である場合には、以下の規定に準じて記載すること。この場合、「６．電話

番号」の次に「６－２ 代理人の氏名又は名称」、「６－３ 代理人の署名（法人で

ある場合には代表者署名）」、「６－４ 代理人の住所又は所在地」及び「６－５

代理人の電話番号」の項を設け、代理人について記載すること。また、「７．事務連

絡者の役職氏名」から「10．連絡先ＦＡＸ番号」までは、代理人の事務連絡者（当該

ディスク提出承認申請書に係る担当者をいう。以下同じ。）について記載すること。

(2) 届出整理番号

金融庁より付与された電子開示システム（証券取引法第27条の30の２に規定する電

子情報処理組織をいう。）に係る届出整理番号を記載すること。

(3) 金融庁整備番号



金融庁整備番号（金融庁より付与された提出者番号）がある場合に記載すること。

(4) 申請者の名称又は氏名

第一号様式記載上の注意(4)に準じて記載すること。この場合には、「登録届出者」

を「申請者」に読み替えて記載すること（以下同じ。）。

(5) 代表者の役職氏名

第一号様式記載上の注意(5)に準じて記載すること。

(6) 本店所在地又は住所

第一号様式記載上の注意(6)に準じて記載すること。

(7) 電話番号

第一号様式記載上の注意(7)に準じて記載すること。

(8) 事務連絡者の役職氏名

第一号様式記載上の注意(8)に準じて記載すること。

(9) 連絡場所

第一号様式記載上の注意(9)に準じて記載すること。

(10) 連絡先電話番号

第一号様式記載上の注意(10)に準じて記載すること。

(11) 連絡先ＦＡＸ番号

第一号様式記載上の注意(11)に準じて記載すること。

(12) ディスクにより提出する理由

通信回線の故障その他具体的な理由を記載するとともに、理由を疎明する資料があ

れば添付すること。


